
​製造業省エネルギー設備導入補助金（企業向け）交付要綱​

​（通則）​

​第１条　製造業省エネルギー設備導入補助金（企業向け）（以下「補助金」とい​

​う。）の交付については、札幌市補助金等交付規則（令和８年規則第24号。以下​

​「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。​

​（目的）​

​第２条　この補助金は、電気料金等のエネルギー価格が高騰する中、多くのエネル​

​ギーを消費している製造業の工場等において、エネルギー消費量の低減に資する​

​設備の導入を促進し、エネルギーコストの削減を通じた生産性向上や賃上げ原資​

​の確保を後押しするとともに、持続可能な事業展開を支援することを目的とす​

​る。​

​（定義）​

​第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると​

​ころによる。​

​⑴　「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当するものとする。​

​ア　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中小企業者で、​

​市内に本社（個人事業主は住所）を有するもの。​

​イ　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立した事業協同​

​組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合で、市内​

​に主たる事務所又は事業所を有するもの。​

​ウ　中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づき設立し​

​た協業組合、商工組合、商工組合連合会で、市内に主たる事務所又は事業所​

​を有するもの。​

​エ　特定非営利活動促進法に基づき設立した特定非営利活動法人（従業員数が​

​300人以下である法人に限る。）で、市内に主たる事務所又は事業所を有する​

​もの。​

​⑵　「製造業」とは、日本標準産業分類（令和５年７月27日総務省告示第256号）​

​における製造業（大分類番号Ｅ）をいう。​

​⑶　「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当するものとする。​

​　　ア　​​発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業​

​　　　者以外の企業）が所有している中小企業者​​。​

​イ　​​発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を大企業が所有している中​

​小企業者​​。​

​ウ　​​大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めて​

​いる中小企業者​​。​

​（補助対象者）​

​第４条　補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる​

​全ての要件を満たす者とする。​

​⑴　製造業を営む市内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等（みなし大企業​
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​　は除く。）であること。​

​⑵　国又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの４分の１以上の​

​出資を受けている者でないこと。​

​⑶　市税を滞納している者でないこと。​

​⑷　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同条を準用する場合​

​を含む。）の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けて​

​いる者でないこと。​

​⑸　会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）​

​等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。​

​⑹　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）​

​第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営​

​業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行って​

​いる者でないこと。​

​⑺　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第​

​３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成​

​員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこ​

​と。​

​⑻　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条に規定する政治団体に該当す​

​る者でないこと。​

​（補助対象事業）​

​第５条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別​

​表１にて定める省エネルギーを目的とした設備を導入するいずれかの場合に該当​

​し、かつ以下の各号のいずれにも該当するものとする。​

​⑴　申請する設備について、国、自治体が交付する他の補助金等の交付を受けて​

​いないこと。​

​⑵　補助対象者が自ら所有し、使用する設備であること。​

​⑶　市内の製造拠点に導入する設備であること。​

​（補助対象経費、補助率及び上限額）​

​第６条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事​

​業の実施に要する別表２に掲げる経費であって、第７条の規定に基づく実施期間​

​内に支出され、市長が必要かつ適当と認めるものとする。​

​２　補助率は４分の３とする。​

​３　補助金の上限額は500万円として、予算の範囲内で交付する。なお、補助金の交​

​付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。​

​（補助対象事業の実施期間）​

​第７条　補助対象事業の実施期間は、第９条の規定に基づく交付決定日以降とし、​

​令和９年１月５日までとする。​

​（補助金の交付申請）​

​第８条　補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、市長に対し、​
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​以下に掲げる書類を提出しなければならない。​

​⑴　補助金交付申請書（様式 企－１）​

​⑵　事業計画書（様式 企－２）​

​⑶　年間エネルギー消費量削減率等算定書（様式 企－３）​

​⑷　収支予算書（様式 企－４）​

​⑸　補助対象経費積算書（様式 企－５）​

​⑹　宣誓書（様式 企－６）​

​⑺　誓約書兼同意書（様式 企－７）​

​⑻　その他市長が別に指示する書類​

​２　補助対象事業の着手は、原則、補助金の交付決定の通知を受けて行うものとす​

​る。​

​（補助金の交付決定）​

​第９条　市長は、前条第１項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当​

​該補助金交付申請書等の審査等により、適正と認めるときは補助金交付決定通知​

​書（様式 企－８）により、不決定としたときは補助金不交付決定通知書（様式​

​企－９）により申請者に通知する。​

​（計画変更の承認等）​

​第10条　前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と​

​いう。）は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ計​

​画​​変​​更​​等​​承​​認​​申​​請​​書​​（様​​式​ ​企​​－​​10​​）​​を​​市​​長​​に​​提​​出​​し、​​そ​​の​​承​​認​​を​​受​​け​​な​​け​​れ​​ば​​な​

​らない。​

​⑴　規則第４条第１項第２号又は第３号に掲げる事項を変更しようとする場合。​

​⑵　導入設備の変更など、補助事業に係る事業計画書の内容を変更しようとする​

​場合。ただし、補助事業の目的に変更をもたらすものではない場合（導入設備​

​に変更がなく、当該設備の価格のみが変更される場合など）で、補助事業の区​

​分ごとに配分された額の20パーセント以内の変更の場合は、この限りでない。​

​⑶　補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業等の遂行が困​

​難となった場合。​

​⑷　補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合。​

​２　市長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、その計画​

​変​​更​​が​​や​​む​​を​​得​​な​​い​​も​​の​​と​​認​​め​​る​​と​​き​​は、​​計​​画​​変​​更​​等​​承​​認​​通​​知​​書​​（様​​式​ ​企​​－​​11​​）​

​により、補助事業者に通知する。​

​３　計画の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合には、第９条において交​

​付決定した補助金の額は変更しない。​

​４　計画の変更に伴い、補助対象経費が減額となった場合には、減額後の補助対象​

​経費をもって第６条の規定を適用する。​

​（実績報告）​

​第11条　補助事業者は第９条の規定により交付決定を受けた補助事業が完了したと​

​き（第10条の規定による補助事業の中止等の承認を受けたときを含む。）は、そ​

​の日から14日以内又は令和９年１月５日のいずれか早い日までに、以下に掲げる​
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​書類を市長に提出しなければならない。​

​　⑴　実績報告書（様式 企－12）​

​⑵　補助金精算書（様式 企－13）​

​⑶　補助対象経費内訳書（様式 企－14）​

​⑷　その他市長が別に指示する書類​

​（補助金確定額の通知）​

​第12条　市長は、前条の報告を受けた場合には、当該報告に係る補助事業の実績結​

​果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであるかを審査し、​

​必要に応じて現地調査等を行い、適正であると認めたときは、交付すべき補助金​

​の​​額​​を​​確​​定​​し、​​補​​助​​金​​確​​定​​額​​通​​知​​書​​（様​​式​ ​企​​－​​15​​）​​に​​よ​​り、​​補​​助​​事​​業​​者​​に​​通​​知​​す​

​る。​

​２　内容の審査の結果、補助対象経費が増額となった場合でも、第９条において交​

​付決定した補助金の額は変更しない。​

​３　内容の審査の結果、補助対象経費が減額した場合には、減額後の補助対象経費​

​をもって第６条の規定を適用する。​

​（補助金の交付）​

​第13条　補助金は、前条の規定による通知後、速やかに交付する。​

​（補助金の交付決定の取消し）​

​第14条　市長は、規則第17条第１項の規定による場合のほか、補助事業者が廃業、​

​倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったときは、交付決定の全部​

​又は一部を取り消すことができる。​

​（財産の管理および処分）​

​第15条　補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以​

​　下「取得財産等」という。）のうち、その取得価格又は効用の増加額が50万円以​

​　上のもの（以下「処分制限財産」という。）について、その台帳を設け、その保​

​　管状況を明らかにしておかなければならない。​

​２　補助事業者は、当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注​

​　意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図​

​　らなければならない。​

​３　補助事業者は、処分制限財産について、補助事業の完了の年の翌年から起算し​

​　て「総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・郵政省・自治省令第６​

​　号）」で定める耐用年数を経過することになるまでの期間（当該耐用年数が10年​

​　を超える場合は、当該補助事業の完了の年の翌年から起算して10年間。以下「処​

​　分制限期間」という。）において、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、​

​　交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市​

​　長の承認を受けなければならない。​

​４　市長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産の処分をすることにより収​

​　入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。​
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​（帳簿及び書類の備付け）​

​第16条　補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要​

​　した経費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、補助事業の完​

​　了日の属する会計年度の翌年度の４月１日から５年間保存しなければならない。​

​　ただし、補助事業の中に前条第１項に規定する処分制限財産を有し、同条第３項​

​　の規定による処分制限期間を経過しないものがある場合は、当該処分制限期間を​

​　経過することになるまでの間、財産管理台帳、その他関係書類を整理し、保管し​

​　なければならない。​

​（その他）​

​第17条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については​

​別に定める。​

​附則​

​この要綱は、令和８年６月16日から施行する。​
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​別表１（補助対象事業）​

​更新/新規​ ​パターン​ ​対象設備​ ​要件​

​更新​ ​Ａ​
​全て​

​（Ｂを除く）​

​更新前後の設備を比較し、エネルギー消費量を​

​年率10パーセント以上低減することが見込まれ​

​ること​

​※変圧器については、年間損失電力量が10パーセント​

​以上低減することが見込まれること​

​更新・新規​ ​Ｂ​ ​発電関連設備​

​自家消費を目的とし、かつ施設等のエネルギー​

​消費量を年率５パーセント以上低減することが​

​見込まれること​

​※蓄電池については発電設備と同時に設置するものを​

​対象とする​

​※電力買い取り制度（FIT、FIP）の認定を受けないこ​

​と​

​別表２（補助対象経費）​

​設備費​ ​補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費​

​設計費​ ​補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等​

​工事費​ ​補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費​

​なお、以下の経費は補助対象としない。​

​１　建屋等の建築物・外構等の工事費​

​２　既存設備やシステムの解体・撤去・処分・移設に係る経費​

​３　消費税及び地方消費税相当分​

​４　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年11月27日大蔵省令第​

​59号）第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社から調達を​

​受ける場合（他の会社を経由した場合も含む。）の経費​

​５　補助事業者が自社（関連会社を含む）の技術等を調達する場合の経費​

​６　振込手数料​

​７　その他市長が不適当と認める経費​
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